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審査事件

議案第１２２号 令和３年度米子市一般会計補正予算（補正第１１回）のうち当分科会

所管部分

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

午前１１時０４分 開会

○矢田貝分科会長 ただいまから予算決算委員会民生教育分科会を開会いたします。

先ほどの本会議で予算決算委員会に付託された議案のうち、当分科会の審査担当とされ

ました議案１件について審査いたします。

議案第１２２号、令和３年度米子市一般会計補正予算（補正第１１回）のうち、福祉保

健部所管部分についてを議題といたします。

当局の説明を求めます。

塚田福祉保健部次長。

○塚田福祉保健部次長兼障がい者支援課長 議案第１２２号、令和３年度米子市一般会計

補正予算（補正第１１回）のうち、福祉保健部が所管する部分につきまして、歳出予算の

概要等を御説明いたします。まず予算説明資料、歳出予算の事業の概要をお出しいただき、
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１ページ目をお開きください。１ページの上の段の原油価格高騰に伴う生活支援事業につ

いてですが、１，９９２万円を計上しております。これは、原油価格高騰による灯油等石

油製品の価格上昇に伴い、家計への影響を受けている一定基準の世帯の負担軽減を図るた

め、灯油などの購入にかかる金銭的給付を実施するための経費でございます。給付対象世

帯は、在宅の生活保護世帯等でございまして、給付額は１世帯当たり５，０００円とし、

現金で給付いたします。給付の時期は年内を予定しております。

次に、２ページの上の段の公衆浴場確保対策事業についてですが、４２万円を増額して

おります。これは、原油価格が高騰している中、物価統制令により入浴料金の統制を受け

ている一般公衆浴場の運営事業者は、原油価格高騰分の経費を入浴価格に転嫁できず、経

営の圧迫を受けています。そのため、鳥取県が一般公衆浴場の運営事業者を対象にした補

助を決定したことから、本市も鳥取県に協調して補助を実施するものでございます。令和

３年度米子市一般会計補正予算（補正第１１回）の説明につきましては以上でございます。

○矢田貝分科会長 当局の説明は終わりました。

委員の皆様からの御意見等を求めます。

石橋委員。

○石橋委員 公衆浴場のほうですけれど、結局対象が２事業者とあと電気式の給湯のとこ

ろが１事業者ということなんですが、この３つの事業者以外はないってことですか、米子

市内には。

○矢田貝分科会長 中本健康対策課長。

○中本健康対策課長 ３つの事業者以外はございません。

○矢田貝分科会長 ほかにございませんでしょうか。

予算決算委員会民生教育分科会を暫時休憩いたします。

午前１１時０８分 休憩

午前１１時０８分 再開

○矢田貝分科会長 予算決算委員会民生教育分科会を再開いたします。

議案第１２２号、令和３年度米子市一般会計補正予算（補正第１１回）のうち、こども

総本部所管部分についてを議題といたします。

当局の説明を求めます。

金川こども支援課長。

〇金川こども支援課長 議案第１２２号、令和３年度米子市一般会計補正予算（補正第１

１回）のうち、こども総本部が所管する部分につきまして、歳出予算の概要等を御説明い

たします。お手元の予算説明資料、歳出予算の概要の１ページをお開きください。子育て

世帯への臨時特別給付金事業ですが、１２億５，４１６万５，０００円を増額しておりま

す。これは、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、経済的な負担が増加し

ている子育て世帯等への給付金について、国が先行給付金の５万円に加え、追加として来

年春に向けて５万円相当のクーポンを基本とした給付を行うとしていた部分についても、

現金による一括給付も可能との方針を示したことから、本市においては子ども１人当たり

１０万円の現金による一括給付を実施することとし、追加分の５万円給付について、予算

を増額して対応しようとするものでございます。なお、支給時期は児童手当受給者のうち、

公務員以外の方へは申請不要で、令和３年１２月２７日に支給をいたします。また、高校
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生のみを養育している方、公務員の方など申請が必要な方には令和４年１月上旬以降に申

請書を提出していただき、令和４年１月下旬以降に支給をいたします。説明は以上でござ

います。

○矢田貝分科会長 当局の説明は終わりました。

委員の皆様からの御意見等を求めます。

土光委員。

○土光委員 受給者に関して、公務員に関して、児童手当受給者は公務員は含めずに申請

が必要な人に含める、これは理由は何ですか。

○矢田貝分科会長 金川こども支援課長。

〇金川こども支援課長 児童手当につきましては、公務員はそれぞれの所属官庁から給与

とともに児童手当が給付されているものでございます。なので、口座等の把握が必要とな

りますので、申請をいただくということにしております。

○矢田貝分科会長 土光委員。

○土光委員 分かりました。

それから、児童手当受給者は口座情報とか把握してるからそれを使うということで、そ

れは理解してます。これ、いつの時点の、つまり米子市が児童手当受給者でここの口座に

振り込むみたいな最新の情報に基づいてやると思いますが、いつの時点ですか。

○矢田貝分科会長 金川こども支援課長。

〇金川こども支援課長 児童手当の９月分、１０月支給になりますが、そこの部分がいわ

ゆるプッシュ型の対象となりますので、１０月に支給した情報を基にしております。

○矢田貝分科会長 土光委員。

○土光委員 実は新聞の記事でということで質問するんですが、例えば１０月時点での情

報で１２月２７日に振り込む。で、以前この分科会でＤＶの場合はどうするかというとき

に、きちんとそれは配慮して、実際に子どもを養育している、答弁では当人という言い方

をしましたけど、要は今回の１０万円は基本的に子どもに出るものですから、その子ども

を実質的に養育している者に支給するということでＤＶ等の時は配慮するか。実は新聞で

見たと言うのは、例えばこの２か月間で離婚したとか、別居してるとか、そういうケース

があると、１０月時点での振込先と実質子どもを養育しているものが必ずしも一致しない

ケースがあり得るのではないか、そういう場合はやはり実質的にこどもを養育してる口座

に、人に支給をするような、そういった配慮とかそういった方法が必要ではないか、当事

者たちもそういうふうにしてほしいということを、これは多分国に要望してて、新聞記事

の記憶で言ってるので、国もそういうふうに配慮するのは何の問題もない、むしろそうす

べきだというふうな対応だったと思うのですが、米子市の場合はこの辺はどういうふうに

対応しますか。そういうケースがあるかどうかも分からないけど。ちょっとそれが気にな

って質問してます。

○矢田貝分科会長 松永こども支援課子育て支援担当課長補佐。

〇松永こども支援課子育て支援担当課長補佐 今現在、国のほうからこちらの給付金につ

きましての事業の取扱いについて自治体向けのＱ＆Ａ等も出ているんですけれども、その

中で基準日が９月３０日になりますが、それ以降に世帯の状況が変わられて、例えば離婚

された方についてその支給がどうなるのかというところについて自治体向けのＱ＆Ａに載
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っているんですけども、その中ではあくまで９月３０日の基準日、児童手当の対象者、受

給者の方が今回の給付金の対象ということで取り扱うように国のほうから通知がきている

というところになりますので、米子市もそれに従って取扱いをする予定にしています。

○矢田貝分科会長 土光委員。

○土光委員 じゃあ先ほど私が新聞の記憶で国はそうだというのはそれは誤りみたいな

ので、そこはちょっと撤回します。ただ、やはりこの給付金の趣旨は子どもを養育してい

る者にきちっと届くというのが趣旨だと思う。だから米子市、これ国の事業というか一環

だと思いますけど、基本的にこれ自治事務ですよね、法定受託事務じゃなくて。だからや

はりこの給付の趣旨に沿ったように、米子市がある意味で独自の判断をしてそういったこ

とをできるようにというのは私は必要だと思うのですが、その辺、部長どう思います。そ

ういうふうにしたほうがいいと思うんですが。

○矢田貝分科会長 景山こども総本部長。

〇景山こども総本部長 議員おっしゃることはよく分かりますけれども、緊急になされた

給付金でありますのでそこのところはなるべく御両親双方での理解の下、小さいお子さん

を養育されている親御さんのほうに渡されるというところでなされるものじゃないかなと

いうふうに思っております。

○矢田貝分科会長 土光委員。

○土光委員 ちょっと最後の辺がよく聞き取れなかったんですが、どういうふうに思って

るかというところ。

○矢田貝分科会長 景山こども総本部長。

〇景山こども総本部長 これは双方の御両親の御相談の下に、実際どのようにされるかと

いうことを決められるべきではないかなというふうに思います。

○矢田貝分科会長 土光委員。

○土光委員 新聞記事でそういったことに関して、大体別居とか離婚をした関係のときに

１０万円を事実上自分が養育しているから下さいよ、そういう話なんかできるわけないと

いうか実際それ実態だと思います。ただ、行政ができることは、期間もあるし、そんなに

限られてると思うんですが、例えば今回でも児童手当受給者以外の方は申請して、という

のはありますよね。だから例えば、市民からこうこうこういう理由で配慮願えないだろう

かみたいな問合せがあればきちっと対応するとか、逆に行政もそういったケースに関して

は相談してくださいとか、そういった周知はしてもいいのではないかと思うのですがいか

がですか。

○矢田貝分科会長 金川こども支援課長。

〇金川こども支援課長 例えばＤＶ等のそういった事情がある場合には前回も御説明し

たとおりで、申出をいただいて対応ができるということがございますので、そういった場

合には問合せをしていただくということで周知を図っております。

○矢田貝分科会長 土光委員。

○土光委員 今はＤＶの話をしているのではなくて、今言った例、離婚とか別居とか事実

上児童手当の登録された口座に振り込んだとしても、事実上子どもを養育してる当人に渡

らないケースがあり得るのではないかと思うので、それに対しても一定の配慮、先ほど言

いましたけど、期限も限られているのでできることは限られていますけど、最低そういっ
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た問合せがあったらきちんと対応する。それから、そういった相談をしてくださいという

周知をする。もし国のＱ＆Ａで基本的には児童手当受給者みたいな、もしそういったＱ＆

Ａがあったとしても、米子市の判断として、そういう場合は実質の養育者に支給する。も

し、これを国が認めないと言ってもそれは自主財源でやればいいじゃないですか。そうい

うふうな考え方はないですか。

○矢田貝分科会長 金川こども支援課長。

〇金川こども支援課長 国のＱ＆Ａについては、恐らく期間が限られた迅速に支援を届け

るというところでの基準として設定されているものだと思います。養育については、それ

ぞれ父、母のそれぞれの言い分と言いますか、そういったものもあるかと思いますので、

そういった実態把握を行った場合には支給が大幅に遅れる、あるいは宙に浮いた形になる

ということも考えられます。現時点では国の示した基準のとおり支給して、その後で先ほ

ど部長も申しましたようにそれぞれの御両親のほうで御相談いただくというのが一番早い

形になるのではないかというふうに考えております。

○矢田貝分科会長 景山こども総本部長。

〇景山こども総本部長 補足申し上げますけれども、通常の御相談の中でこれに限らず、

離婚であるとかお子さんの養育であるとかそういった御相談を受けておりますので、委員

おっしゃいますようにそういった御相談の際にこういったことも含めてできる対応をして

いきたいというふうには考えております。

○矢田貝分科会長 土光委員。

○土光委員 だからそういう相談に関してはできる対応をしていただく。それから元々そ

れ知らなければ相談もしないと思うので、少なくともそういった場合は相談してください

みたいな、できる範囲での周知はしてもいいのではないかと思います。全て状況把握して、

それから支給というのはできないと思うので、米子市はそういった対応をしますよという

ことを周知して、必要があれば相談してください、そういった周知はできるのでは、大体

申請者、これ周知しますよね。そのときにそういったことも含めて申請してもらうために

周知はするはずですから、そこにそういったことも含めて周知をするというのは最低でき

るのではないかと思うんですが。基本的に国のＱ＆Ａは先ほど聞いた内容ですが、基本的

に実態として養育者に、児童手当の口座のまま振り込んでも実態として養育者に渡らない

ということが明らかである場合は、米子市は当人、要は子どもを事実上養育してるところ

に支給する、そういったことはされるのですか。

○矢田貝分科会長 すみません。当局に申し上げます。

土光委員の意見として受け止められて、２つ前の質疑のところで現在ＤＶに対する取扱

いと同様に離婚等でうまく御両親が調整できないときの相談についても対応を受ける、ま

たそのように周知もしているというお話が課長のほうからちらっとありましたけれども、

そこのところもう一度確認で、土光委員の要望について、どこまで米子市が現在取り組ん

でいるのか、取り組めるのかというところ明確にお答えいただけますでしょうか。

金川こども支援課長。

〇金川こども支援課長 先ほどのＤＶについては御説明をしました。同様に養育実態がな

いということが明らかな場合については御相談をいただくということで周知を図っていき

たいと考えます。
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○矢田貝分科会長 意見ということでいいですね。

石橋委員。

○石橋委員 すみません。２つ。さっきの土光委員の質問の関連を先に言いますけど、一

括して年内に支給されるという予定の（１）のケース、児童手当受給者のケースは日程的

にはもう今すぐにでも手続入るようにしたいということですよね。先議で５万円のほうが

先に決まってて、それは議会が終わるのを待てないからという理由でした。できるだけ急

ぎたいという理由で、それが１０万円になったことでちょっと先に延びてる形なんですが、

これがとても急がれてるわけですけど、いつどういうふうにして何日頃に振込になるんで

しょうか。

○矢田貝分科会長 金川こども支援課長。

〇金川こども支援課長 既に先行の５万円については、通知を発送しております。その中

で、今後給付額、現金一括給付で１０万円を支給することも検討しておりますと明記をし

ております。その結果として、議決をいただいた場合には１２月２１日に米子市ホームペ

ージでお知らせをしますということで通知をしております。

○矢田貝分科会長 ほかにございませんでしょうか。

石橋委員。

○石橋委員 それでしたら土光委員の言われるように先ほどのような実質別居とか離婚

されたっていうケースにもできるだけなるべく早く情報が行き渡るように広報をしていた

だきたいと思うんですね。それが一点と、もう一つは前回も言いましたけど、２つ目の申

請していただくほうですけど、これはいろんな状況で５段階ぐらいに所得の基準額という

か、支給の対象になる基準というのが細かく分かれていますので、そこについて該当の方

がうちも支給の手挙げしていいんだわというのがはっきり分かるように広報していただき

たいと思うんですけど、至急に。どんなふうにされる予定ですか。

○矢田貝分科会長 金川こども支援課長。

〇金川こども支援課長 児童手当、今回先行分の次の申請分につきましては、確かに自分

が該当するかどうかということで考えられる方があると思いますので、実際に御案内をさ

しあげる際には該当の可能性がある方に全て通知をしまして、その上で手続いただくとい

うことで考えとります。

○矢田貝分科会長 ほかにございませんか。

予算決算委員会民生教育分科会を暫時休憩いたします。

午前１１時２５分 休憩

午前１１時２６分 再開

○矢田貝分科会長 予算決算委員会民生教育分科会を再開いたします。

分科会長報告のための意見の取りまとめを行います。

御意見がございましたら、発言をお願いいたします。

土光委員。

○土光委員 先ほどやり取りした実質の養育者に確実に渡るよう、そういった配慮、運用

をしてほしいという、そういった趣旨の意見を報告に入れていただきたいと思います。

○矢田貝分科会長 皆様いかがでしょうか。ほかにございませんでしょうか。

〔「なし」と声あり〕
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○矢田貝分科会長 それでは、以上の意見を踏まえ、文案を作成させていただきます。

以上で、予算決算委員会民生教育分科会を閉会いたします。

午前１１時２６分 閉会

米子市議会委員会条例第２９条第１項の規定により署名する。

予算決算委員会民生教育分科会長 矢田貝 香 織


